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泉大津市議会令和２年第１回臨時会会議事項 
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会    議    事    項 
 

種 別 番 号 事           件           名 ページ 

報 告 ４ 専決処分報告の件（泉大津市市税条例の一部改正の件） ３ 

同 ５ 
専決処分報告の件（令和元年度泉大津市一般会計補正予算

の件） 
３１ 

同 ６ 
専決処分報告の件（泉大津市後期高齢者医療に関する条例

の一部改正の件） 
６３ 

同 ７ 
専決処分報告の件（泉大津市国民健康保険条例の一部改正

の件） 
７１ 

同 ８ 
専決処分報告の件（令和２年度泉大津市一般会計補正予算

の件） 
８１ 

同 ９ 
専決処分報告の件（令和２年度泉大津市国民健康保険事業

特別会計補正予算の件） 
１０３ 

同 １０ 
専決処分報告の件（令和２年度泉大津市水道事業会計補正

予算の件） 
１２１ 

同 １１ 
専決処分報告の件（令和２年度泉大津市一般会計補正予算

の件） 
１３３ 

同 １２ 
専決処分報告の件（特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正の件） 
１５７ 
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報告第４号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

                   

 

記 

 

専 決 番 号 ２ 

専 決 年 月 日 令和２年３月３１日 

事 件 名 泉大津市市税条例の一部改正の件 
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専決第２号 

 

泉大津市市税条例の一部改正の件 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年３月３１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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泉大津市条例第８号 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例 

 

 泉大津市市税条例（昭和３９年泉大津市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 第２９条中第１項後段を削り、第２項を第９項とし、第１項の次に次の７項を加

える。 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若

しくは家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年

法律第６９号）第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規定

により共用部分とされた附属の建物を含む。）については、当該家屋に係る同法

第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」という。）とする。以下固定資

産税について同様とする。）として登記又は登録がされている者をいう。この場

合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡し

ているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消

滅しているとき、又は所有者として登記されている法第３４８条第１項の者が同

日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所

有している者をいう。 

３ 第１項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として

登録されている者をいう。 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である

場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者

に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしよ

うとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が

不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみ

なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨

を当該使用者に通知しなければならない。 
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６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業（農住

組合法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１項の規定により土地区画整理法の

規定が適用される農住組合法第７条第１項第１号の事業及び密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の

規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業並びに大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）によ

る住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る土地については、法令

若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、

若しくは収益することができる土地（以下この項において「仮換地等」と総称す

る。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者

が同法第１００条の２（農住組合法第８条第１項及び密集市街地における防災街

区の整備の促進に関する法律第４６条第１項において適用する場合並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第８３条において

準用する場合を含む。）の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に

使用するもの（以下この項において「仮使用地」という。）がある場合には、当

該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなっ

た日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、

仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地

補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地に

あっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用

者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所有者とみなし、

換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保

留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される

日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に

係る同項の所有者とみなすことができる。 

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第１項の規定により使用

する埋立地若しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」という。）又は国

が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等（同法第４２条第２項の規定によ
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る竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。）で工作物を設置し、

その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの（埋立て又は干拓

に関する工事に関して使用されているものを除く。）については、これらの埋立

地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別

区、これらの組合、財産区及び合併特例区（以下この項において「都道府県等」

という。）以外の者が同法第２３条第１項の規定により使用する埋立地等にあっ

ては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者と

みなし、都道府県等が同条第１項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは

干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都

道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する

者（土地改良法第８７条の２第１項の規定により国又は都道府県が行う同項第１

号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第４９条の３に規定するも

のを除く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなすことができる。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１０条の

２の１５で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその事業の

用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家

屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」

という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産

である場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項の所有者とみなし、当該特

定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課

する。 

第３０条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４

９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４

９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４

９条の３第２９項」に改める。 

第３６条の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第３６条の２ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この

条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月

を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

9



 

らない。 

 ⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関

係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

 ⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充

課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個

人の住所及び氏名 

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第３７条第１項中「よって」を「より、又は現所有者が前条の規定により」に、

「申告しなかった場合においては」を「申告をしなかった場合には」に改める。 

附則第１０条第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を「附

則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第

１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条

第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項を削り、同条第７

項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附

則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第６項とし、同条第９項中「附

則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改め、同項

を同条第７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第

１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第８項とし、同項の次に次の１項を

加える。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第１０条第１１項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第

３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第１５

条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を同条第

１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５条

第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「附則第１

５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第１３項とし、同
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条第１５項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項

を同条第１４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

附則第１３条から第１５条までの規定中「第１９項」を「第１８項」に、「又は

法」を「又は」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和２年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第２９条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２９条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。 

４ 新条例第３６条の２の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現

所有者であることを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方

税法（次項において「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 
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（参 考） 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例要綱 

 

本条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）の公布に伴

い、所要の改正を行ったものであること。 

１ 固定資産税 

⑴ 使用者を所有者とみなす制度の拡大 

   住民票、戸籍等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他関係者への質

問等の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合、事前

に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台

帳に登録し、固定資産税を課すことができることとしたものであること。（第２

９条第５項関係） 

⑵ 現に所有している者（相続人等）の申告の制度化 

   登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有

している者（相続人等）に対し、氏名・住所等必要な事項を申告させることが

できることとしたものであること。（第３６条の２関係） 

２ その他所要の規定の整備を行ったものであること。 

３ 附則に関する事項 

⑴ 施行期日 

この条例は、令和２年４月１日から施行したものであること。（改正条例附則

第１条） 

⑵ 経過措置 

  ア １⑴は、令和３年度分以後の固定資産税について適用するものであること。 

  イ １⑵は、令和２年４月１日以後に現に所有している者であることを知った

者について適用するものであること。 

  ウ その他この条例の施行に関し所要の経過規定を定めたものであること。 

（改正条例附則第２条） 
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泉 大 津 市 市 税 条 例 新 旧 対 照 表 

 

改  正  後 改  正  前 

（固定資産税の納税義務者等） 

第２９条 固定資産税は、固定資産

（土地、家屋及び償却資産を総称す

る。以下同様とする。）に対し、その

所有者（質権又は１００年より永い

存続期間の定めのある地上権の目的

である土地については、その質権者

又は地上権者とする。以下固定資産

税について同様とする。）に課する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋

については、登記簿又は土地補充課

税台帳若しくは家屋補充課税台帳に

所有者（建物の区分所有等に関する

法律（昭和３７年法律第６９号）第

２条第３項の専有部分の属する家屋

（同法第４条第２項の規定により共

用部分とされた附属の建物を含む。）

については、当該家屋に係る同法第

（固定資産税の納税義務者等） 

第２９条 固定資産税は、固定資産

（土地、家屋及び償却資産を総称す

る。以下同様とする。）に対し、その

所有者（質権又は１００年より永い

存続期間の定めのある地上権の目的

である土地については、その質権者

又は地上権者とする。以下固定資産

税について同様とする。）に課する。

この場合において、法第３４３条第

４項、第６項、第７項又は第９項の

規定に該当するときは、当該各項に

おいて所有者とみなして固定資産税

を課することができるとされている

者又は所有者とみなすことができる

とされている者に対し固定資産税を

課する。 
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改  正  後 改  正  前 

２条第２項の区分所有者（以下「区

分所有者」という。）とする。以下固

定資産税について同様とする。）とし

て登記又は登録がされている者をい

う。この場合において、所有者とし

て登記又は登録がされている個人が

賦課期日前に死亡しているとき、若

しくは所有者として登記又は登録が

されている法人が同日前に消滅して

いるとき、又は所有者として登記さ

れている法第３４８条第１項の者が

同日前に所有者でなくなっていると

きは、同日において当該土地又は家

屋を現に所有している者をいう。 

３ 第１項の所有者とは、償却資産に

ついては、償却資産課税台帳に所有

者として登録されている者をいう。 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、

風水害、火災その他の事由により不

明である場合には、その使用者を所

有者とみなして、固定資産課税台帳

に登録し、その者に固定資産税を課

することができる。この場合におい

て、市は、当該登録をしようとする

ときは、あらかじめ、その旨を当該

使用者に通知しなければならない。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探

索を行ってもなお固定資産の所有者
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改  正  後 改  正  前 

の存在が不明である場合（前項に規

定する場合を除く。）には、その使用

者を所有者とみなして、固定資産課

税台帳に登録し、その者に固定資産

税を課することができる。この場合

において、市は、当該登録をしよう

とするときは、あらかじめ、その旨

を当該使用者に通知しなければなら

ない。 

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律

第１１９号）による土地区画整理事

業（農住組合法（昭和５５年法律第

８６号）第８条第１項の規定により

土地区画整理法の規定が適用される

農住組合法第７条第１項第１号の事

業及び密集市街地における防災街区

の整備の促進に関する法律（平成９

年法律第４９号）第４６条第１項の

規定により土地区画整理法の規定が

適用される密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律第４

５条第１項第１号の事業並びに大都

市地域における住宅及び住宅地の供

給の促進に関する特別措置法（昭和

５０年法律第６７号）による住宅街

区整備事業を含む。以下この項にお

いて同じ。）又は土地改良法（昭和２

４年法律第１９５号）による土地改
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改  正  後 改  正  前 

良事業の施行に係る土地について

は、法令若しくは規約等の定めると

ころにより仮換地、一時利用地その

他の仮に使用し、若しくは収益する

ことができる土地（以下この項にお

いて「仮換地等」と総称する。）の指

定があった場合又は土地区画整理法

による土地区画整理事業の施行者が

同法第１００条の２（農住組合法第

８条第１項及び密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律

第４６条第１項において適用する場

合並びに大都市地域における住宅及

び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法第８３条において準用する場

合を含む。）の規定により管理する土

地で当該施行者以外の者が仮に使用

するもの（以下この項において「仮

使用地」という。）がある場合には、

当該仮換地等又は仮使用地について

使用し、又は収益することができる

こととなった日から換地処分の公告

がある日又は換地計画の認可の公告

がある日までの間は、仮換地等に

あっては当該仮換地等に対応する従

前の土地について登記簿又は土地補

充課税台帳に所有者として登記又は

登録がされている者をもって、仮使
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改  正  後 改  正  前 

用地にあっては土地区画整理法によ

る土地区画整理事業の施行者以外の

仮使用地の使用者をもって、それぞ

れ当該仮換地等又は仮使用地に係る

第１項の所有者とみなし、換地処分

の公告があった日又は換地計画の認

可の公告があった日から換地又は保

留地を取得した者が登記簿に当該換

地又は保留地に係る所有者として登

記される日までの間は、当該換地又

は保留地を取得した者をもって当該

換地又は保留地に係る同項の所有者

とみなすことができる。 

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律

第５７号）第２３条第１項の規定に

より使用する埋立地若しくは干拓地

（以下この項において「埋立地等」

という。）又は国が埋立て若しくは干

拓により造成する埋立地等（同法第

４２条第２項の規定による竣功通知

前の埋立地等に限る。以下この項に

おいて同じ。）で工作物を設置し、そ

の他土地を使用する場合と同様の状

態で使用されているもの（埋立て又

は干拓に関する工事に関して使用さ

れているものを除く。）については、

これらの埋立地等をもって土地とみ

なし、これらの埋立地等のうち、都
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改  正  後 改  正  前 

道府県、市町村、特別区、これらの

組合、財産区及び合併特例区（以下

この項において「都道府県等」とい

う。）以外の者が同法第２３条第１項

の規定により使用する埋立地等に

あっては、当該埋立地等を使用する

者をもって当該埋立地等に係る第１

項の所有者とみなし、都道府県等が

同条第１項の規定により使用し、又

は国が埋立て若しくは干拓により造

成する埋立地等にあっては、都道府

県等又は国が当該埋立地等を都道府

県等又は国以外の者に使用させてい

る場合に限り、当該埋立地等を使用

する者（土地改良法第８７条の２第

１項の規定により国又は都道府県が

行う同項第１号の事業により造成さ

れた埋立地等を使用する者で令第４

９条の３に規定するものを除く。）を

もって当該埋立地等に係る第１項の

所有者とみなすことができる。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯

設備に属する部分その他施行規則第

１０条の２の１５で定めるものを含

む。）であって、家屋の所有者以外の

者がその事業の用に供するため取り

付けたものであり、かつ、当該家屋

に付合したことにより家屋の所有者
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改  正  後 改  正  前 

が所有することとなったもの（以下

この項において「特定附帯設備」と

いう。）については、当該取り付けた

者の事業の用に供することができる

資産である場合に限り、当該取り付

けた者をもって第１項の所有者とみ

なし、当該特定附帯設備のうち家屋

に属する部分は家屋以外の資産とみ

なして固定資産税を課する。 

９ 固定資産を有料で借り受けた者が

これを法第３４８条第２項各号に掲

げる固定資産として使用する場合に

おいては、当該固定資産の所有者に

対し固定資産税を課する。 

（法第３４９条の３第２７項等の条例

で定める割合） 

第３０条の２ 法第３４９条の３第２

７項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２８項に規定

する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第２９項に規定

する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

（現所有者の申告） 

第３６条の２ 現所有者（法第３８４

条の３に規定する現所有者をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 固定資産を有料で借り受けた者が

これを法第３４８条第２項各号に掲

げる固定資産として使用する場合に

おいては、当該固定資産の所有者に

対し固定資産税を課する。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例

で定める割合） 

第３０条の２ 法第３４９条の３第２

８項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定

する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定

する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 
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改  正  後 改  正  前 

以下この条及び次条において同じ。）

は、現所有者であることを知った日

の翌日から３月を経過した日までに

次に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。 

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、

氏名又は名称、次号に規定する個

人との関係及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所、氏名

又は名称及び同号に規定する個人

との関係） 

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記

簿又は土地補充課税台帳若しくは

家屋補充課税台帳に登記又は登録

がされている個人が死亡している

場合における当該個人の住所及び

氏名 

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴

収に関し必要と認める事項 

（法第３８６条の固定資産に係る不申

告に関する過料） 

第３７条 固定資産の所有者（法第３

８６条に規定する固定資産の所有者

をいう。）が、法第３８３条の規定に

より、又は現所有者が前条の規定に

より申告すべき事項について、正当

な事由がなくて申告をしなかった場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法第３８６条の固定資産に係る不申

告に関する過料） 

第３７条 固定資産の所有者（法第３

８６条に規定する固定資産の所有者

をいう。）が、法第３８３条の規定に

よって申告すべき事項について、正

当な事由がなくて申告しなかった場

合においては、その者に対し１０万
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改  正  後 改  正  前 

合には、その者に対し１０万円以下

の過料を科する。 

２及び３ （略） 

附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条 法附則第１５条第２項第１

号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

 

 

 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第３０項第１号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３０項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

 

 

 

 

５ 法附則第１５条第３０項第１号ハ

円以下の過料を科する。 

 

２及び３ （略） 

附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条 法附則第１５条第２項第１

号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２項第６号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

４ 法附則第１５条第３３項第１号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３３項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第１号ニ
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改  正  後 改  正  前 

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３０項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３０項第２号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第３０項第２号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第３０項第３号

イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３０項第３号

ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第３号

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第１号ホ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第３３項第２号

ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

 

 

 

 

１１ 法附則第１５条第３３項第３号

イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項第３号

ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項第３号
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改  正  後 改  正  前 

ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３８項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第４１項に規定

する市町村の条例で定める割合は零

（生産性の向上に重点的に取り組む

べき業種として同意導入促進基本計

画（生産性向上特別措置法（平成３

０年法律第２５号）第３８条第２項

に規定する同意導入促進基本計画を

いう。）に定める業種に属する事業の

用に供する法附則第１５条第４１項

に規定する機械装置等にあっては、

零）とする。 

１５ 法附則第１５条第４７項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１６ （略） 

（宅地等に対して課する平成３０年度

から令和２年度までの各年度分の都市

計画税の特例） 

第１３条 宅地等に係る平成３０年度

から令和２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税額が、当該

ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第４４項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第４７項に規定

する市町村の条例で定める割合は零

（生産性の向上に重点的に取り組む

べき業種として同意導入促進基本計

画（生産性向上特別措置法（平成３

０年法律第２５号）第３８条第２項

に規定する同意導入促進基本計画を

いう。）に定める業種に属する事業の

用に供する法附則第１５条第４７項

に規定する機械装置等にあっては、

零）とする。 

 

 

 

１６ （略） 

（宅地等に対して課する平成３０年度

から令和２年度までの各年度分の都市

計画税の特例） 

第１３条 宅地等に係る平成３０年度

から令和２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税額が、当該
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改  正  後 改  正  前 

宅地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標

準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の

都市計画税について法第７０２条の

３の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める

率を乗じて得た額。以下同じ。）に１

００分の５を乗じて得た額を加算し

た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「宅地等調整都市計

画税額」という。）を超える場合に

は、当該宅地等調整都市計画税額と

する。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地

等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の宅地等調整都市

計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該商業地等に係る当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標

準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の

都市計画税について法第７０２条の

３の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める

率を乗じて得た額。以下同じ。）に１

００分の５を乗じて得た額を加算し

た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３

（第１９項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「宅地等調整都市

計画税額」という。）を超える場合に

は、当該宅地等調整都市計画税額と

する。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地

等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の宅地等調整都市

計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該商業地等に係る当該

24



改  正  後 改  正  前 

年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の６を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の

３（第１８項を除く。）又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額を超える場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該

都市計画税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地

等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の宅地等調整都市

計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格に１０分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当

年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の６を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額を超える場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該

都市計画税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地

等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の宅地等調整都市

計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格に１０分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３

（第１９項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る
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改  正  後 改  正  前 

該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市

計画税額に満たない場合には、第１

項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当

該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計

画税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当

該年度の負担水準が０．７を超える

ものに係る平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の都市計画税の

額は、第１項の規定にかかわらず、

当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都

市計画税額に満たない場合には、第

１項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当

該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３（第１９項を除

く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市

計画税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当

該年度の負担水準が０．７を超える

ものに係る平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の都市計画税の

額は、第１項の規定にかかわらず、
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改  正  後 改  正  前 

当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格

に１０分の７を乗じて得た額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第１８

項を除く。）又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得

た額)を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税

額とする。 

（農地に対して課する平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

第１４条 農地に係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該農地に係る当該

年度分の都市計画税額が、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準

額（当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第

１８項を除く。）又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を

当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格

に１０分の７を乗じて得た額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第１９

項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額)を当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画

税額とする。 

（農地に対して課する平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

第１４条 農地に係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該農地に係る当該

年度分の都市計画税額が、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準

額（当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第

１９項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率
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改  正  後 改  正  前 

乗じて得た額）に、当該農地の当該

年度の次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げ

る負担調整率を乗じて得た額を当該

農地に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額（以下「農地

調整都市計画税額」という。）を超え

る場合には、当該農地調整都市計画

税額とする。 

（略） 

（市街化区域農地に対して課する平成

３０年度から令和２年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

第１５条 市街化区域農地に係る平成

３０年度から令和２年度までの各年

度分の都市計画税の額は、法附則第

２７条の規定により法附則第１９条

の３の規定の例により算定した当該

市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税額が、当該市街化区域農

地の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格の３分の２の額に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額

（当該市街化区域農地が当該年度分

を乗じて得た額）に、当該農地の当

該年度の次の表の左欄に掲げる負担

水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当

該農地に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「農

地調整都市計画税額」という。）を超

える場合には、当該農地調整都市計

画税額とする。 

（略） 

（市街化区域農地に対して課する平成

３０年度から令和２年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

第１５条 市街化区域農地に係る平成

３０年度から令和２年度までの各年

度分の都市計画税の額は、法附則第

２７条の規定により法附則第１９条

の３の規定の例により算定した当該

市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税額が、当該市街化区域農

地の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格の３分の２の額に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額

（当該市街化区域農地が当該年度分
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改  正  後 改  正  前 

の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額（以

下「市街化区域農地調整都市計画税

額」という。）を超える場合には、当

該市街化区域農地調整都市計画税額

とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化

区域農地に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の市街化区

域農地調整都市計画税額は、当該市

街化区域農地調整都市計画税額が、

当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格の３分の２の額に１０分の２

を乗じて得た額（当該市街化区域農

地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける市街

化区域農地であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得

の固定資産税について法第３４９条

の３（第１９項を除く。）又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける市街化区域農地で

あるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額

（以下「市街化区域農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合に

は、当該市街化区域農地調整都市計

画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化

区域農地に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の市街化区

域農地調整都市計画税額は、当該市

街化区域農地調整都市計画税額が、

当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格の３分の２の額に１０分の２

を乗じて得た額（当該市街化区域農

地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１９項を除

く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて
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改  正  後 改  正  前 

た額）を当該市街化区域農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都

市計画税額に満たない場合には、前

項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

得た額）を当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合には、

前項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 
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報告第５号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ３ 

専 決 年 月 日 令和２年３月３１日 

事 件 名 
令和元年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第７

号） 

 

 

 

31



 

32

PCU1907065
四角形



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令 和 元 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第７号）
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専決第３号 

 

令和元年度泉大津市一般会計補正予算 

 

 令和元年度泉大津市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７５，６８９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８，９７２，５５２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

  令和２年３月３１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

追加

款 項

３ 民 生 費 ２児童福祉費

2,085

19

75

（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 金　　　　　額

民間認定こども園等運営補助事業

保 育 所 運 営 事 業

認 定 こ ど も 園 運 営 事 業
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令和元年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第７号）
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報告第６号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

                   

 

記 

 

専 決 番 号 ４ 

専 決 年 月 日 令和２年４月２１日 

事 件 名 泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件 
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専決第４号 

 

泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件 

 

泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

 

令和２年４月２１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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泉大津市条例第９号 

 

泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例 

 

泉大津市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年泉大津市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 広域連合条例附則第５条第１項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受

付 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考） 

 

泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例要綱 

 

本条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附

則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感

染症」という。）に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関して、大阪府後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年大阪府後期高齢者

医療広域連合条例第２５号）が改正されたことに伴い、所要の改正を行ったもので

あること。 

１ 改正の内容 

本市において行う事務に、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に

係る傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を加えたものであること。（第２

条関係) 

２ 施行期日 

この条例は、令和２年４月２１日から施行したものであること。 
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泉大津市後期高齢者医療に関する条例新旧対照表 

 

改  正  後 改  正  前 

（市において行う事務） 

第２条 市は、保険料の徴収の事務並

びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行令（平成１９年政令第３１８

号）第２条並びに高齢者の医療の確

保に関する法律施行規則（平成１９

年厚生労働省令第１２９号）第６条

及び第７条に規定する事務のほか、

次に掲げる事務を行うものとする。 

 ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 広域連合条例附則第５条第１項

の傷病手当金の支給に係る申請書

の提出の受付 

⑼ 前各号に掲げる事務に付随する

事務 

（市において行う事務） 

第２条 市は、保険料の徴収の事務並

びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行令（平成１９年政令第３１８

号）第２条並びに高齢者の医療の確

保に関する法律施行規則（平成１９

年厚生労働省令第１２９号）第６条

及び第７条に規定する事務のほか、

次に掲げる事務を行うものとする。 

 ⑴～⑺ （略） 

 

 

 

⑻ 前各号に掲げる事務に付随する

事務 
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報告第７号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

                   

 

記 

 

専 決 番 号 ５ 

専 決 年 月 日 令和２年４月２１日 

事 件 名 泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件 
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専決第５号 

 

泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件 

 

泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年４月２１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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泉大津市条例第１０号 

 

泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

泉大津市国民健康保険条例（昭和３５年泉大津市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第１項を附則第１条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付す。 

附則第２項を附則第２条とし、附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第３条 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。

以下同じ。）の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することがで

きないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）

附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイル

ス感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が

疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算し

て３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くこと

を予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前

の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額

（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未

満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相

当する金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５

０銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）と

する。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等

級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額の３分の２に相当する金額を超え

るときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６箇月を超え

ないものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との
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調整） 

第４条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感

染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる

者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。た

だし、その受けることができる給与等の額が、前条第２項の規定により算定され

る額より少ないときは、その差額を支給する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 この条例による改正後の泉大津市国民健康保険条例附則第３条及び第４条

の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日

までの間に属する場合に適用する。 
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（参 考） 

 

泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例要綱 

 

本条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附

則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感

染症」という。）に感染した被保険者等に対して、傷病手当金を支給するため、所要

の改正を行ったものであること。 

１ 改正の内容 

  新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染が疑われる症状が現れたことによ

り療養し、労務に服することができない被保険者で、給与等の支払いを受けてい

るものに対して、一定期間に限り傷病手当金を支給するため、必要な規定を設け

たものであること。（附則第３条及び第４条関係) 

２ 附則に関する事項 

⑴ 施行期日 

この条例は、令和２年４月２１日から施行したものであること。（改正条例附

則第１条） 

⑵ 適用区分 

１は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日

までの間に属する場合に適用するものであること。（改正条例附則第２条） 
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泉大津市国民健康保険条例新旧対照表 

 

改  正  後 改  正  前 

附 則 

（施行期日） 

第１条 （略） 

第２条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者等に係る傷病手当金） 

第３条 給与等（所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与等をいい、賞与（健康

保険法第３条第６項に規定する賞与

をいう。）を除く。以下同じ。）の支

払いを受けている被保険者が療養の

ため労務に服することができないと

き（新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１号）

附則第１条の２に規定する新型コロ

ナウイルス感染症（以下「新型コロ

ナウイルス感染症」という。）に感染

したとき又は発熱等の症状があり当

該感染症の感染が疑われるときに限

る。）は、その労務に服することがで

きなくなった日から起算して３日を

経過した日から労務に服することが

できない期間のうち労務に就くこと

を予定していた日について、傷病手

当金を支給する。 

附 則 

 

１ （略） 

２ （略） 
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改  正  後 改  正  前 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、

傷病手当金の支給を始める日の属す

る月以前の直近の継続した３月間の

給与等の収入の額の合計額を就労日

数で除した金額（その額に、５円未

満の端数があるときは、これを切り

捨て、５円以上１０円未満の端数が

あるときは、これを１０円に切り上

げるものとする。）の３分の２に相当

する金額（その金額に、５０銭未満

の端数があるときは、これを切り捨

て、５０銭以上１円未満の端数があ

るときは、これを１円に切り上げる

ものとする。）とする。ただし、健康

保険法第４０条第１項に規定する標

準報酬月額等級の最高等級の標準報

酬月額の３０分の１に相当する金額

の３分の２に相当する金額を超える

ときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支

給を始めた日から起算して１年６箇

月を超えないものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整） 

第４条 新型コロナウイルス感染症に

感染した場合又は発熱等の症状があ

り当該感染症の感染が疑われる場合

79



改  正  後 改  正  前 

において給与等の全部又は一部を受

けることができる者に対しては、こ

れを受けることができる期間は、傷

病手当金を支給しない。ただし、そ

の受けることができる給与等の額

が、前条第２項の規定により算定さ

れる額より少ないときは、その差額

を支給する。 
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報告第８号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ６ 

専 決 年 月 日 令和２年４月２１日 

事 件 名 
令和２年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第１

号） 

 

 

 

81



 

82

PCU1907065
四角形



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令 和 ２ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第１号）
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専決第６号 

 

令和２年度泉大津市一般会計補正予算 

 

 令和２年度泉大津市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４，２１５千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０，３６７，３２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年４月２１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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令和２年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第１号）
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報告第９号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ７ 

専 決 年 月 日 令和２年４月２１日 

事 件 名 
令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予

算の件（補正第１号） 
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 令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算

（補正第１号）
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専決第７号 

 

令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正

予算 

 

 令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２２１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，９０６，３９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年４月２１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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 令和２年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算に関する説明書

（補正第１号）
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報告第１０号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ８ 

専 決 年 月 日 令和２年４月２１日 

事 件 名 
令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算の件（補正

第１号） 
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令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算

（補正第１号）
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専決第８号 

 

令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算 

 

第１条 令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条 令和２年度泉大津市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入の予定額

を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額） （補正予定額） （  計  ） 

                     収                    入 

第１款 水道事業収益  1,935,541千円  △100,300千円   1,835,241千円 

   第１項 営業収益   1,725,273千円  △100,300千円   1,624,973千円 

 

  令和２年４月２１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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令和２年度泉大津市水道

収 益 的

収 入

1 営 業 収 益

1 給 水 収 益

款 項 目

1 水 道 事 業 収 益
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事業会計補正予算実施計画

△ 100,300 1,544,641

千円 千円

補 正 予 定 額 計

△ 100,300

△ 100,300

1,835,241

1,624,973

1,644,941

収 入

1,935,541

1,725,273

収 入

既 決 予 定 額

千円
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(単位：千円)

（１） 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入

受取利息

支払利息

固定資産除却損

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

たな卸資産の増減額（△は増加）

その他流動負債の増減額（△は減少）

　　　　　　　　小計

利息の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

（２） 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入

他会計からの貸付金返済による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

（３） 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増減額（△は減少）

資金期首残高

資金期末残高

　　令和２年度泉大津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

145,809

404,845

△ 25

6,478

452

△ 128,616

△ 5,314

59,100

△ 4,595

19,325

△ 15,097

226

△ 2,045

480,543

5,314

△ 59,100

426,757

△ 301,672

70,299

5,692

50,000

2,977,793

△ 175,681

200,000

△ 172,255

27,745

278,821

2,698,972
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令和２年度泉大津市水道事業会計補正予算に関する説明書

（補正第１号）
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収 益 的

千円 千円 千円

既決予定額 補正予定額

1 水 道 事 業 収 益 1,935,541 △ 100,300 1,835,241

款 項 目 計

1 営 業 収 益 1,725,273 △ 100,300 1,624,973

1 給 水 収 益 1,644,941 △ 100,300 1,544,641
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千円 千円

収 入

各 目 明 細

節 金 額 備 考

△ 100,300 水道使用料1 料 金 収 益
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報告第１１号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ９ 

専 決 年 月 日 令和２年４月２７日 

事 件 名 
令和２年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第２

号） 
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令 和 ２ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第２号）
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専決第９号 

 

令和２年度泉大津市一般会計補正予算 

 

 令和２年度泉大津市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，８１４，２６３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８，１８１，５８７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年４月２７日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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令和２年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第２号）
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　一　　般　　職

（１）　総　　括

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)    　    (千円)           (千円)           (千円)

補正後
（523）
472

682,204 1,687,654 1,511,898 3,881,756 691,840 4,573,596

補正前
（518）
472

675,633 1,687,654 1,508,753 3,872,040 691,840 4,563,880

比　 較 （5）
0

6,571 0 3,145 9,716 0 9,716

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 50,148 107,912 837,912 59,028 40,944 33,637 113,412 11,404

補　正　前 50,148 107,912 836,902 59,028 40,944 33,637 111,277 11,404

比　　　 較 0 0 1,010 0 0 0 2,135 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 231,930 4,530 0 0 19,745 1,296 1,511,898

補　正　前 231,930 4,530 0 0 19,745 1,296 1,508,753

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 3,145

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

備　　　　　考

　 合　　計

          (千円)

職

員

手

当

の

内

訳

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費
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ア　　会　計　年　度　任　用　職　員　以　外　の　職　員

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区     分 職員数   給　　料      計 共  済  費 合       計 備 　考

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補正後
（28）
460

1,662,710 1,364,044 3,026,754 574,747 3,601,501

補正前
（28）
460

1,662,710 1,361,909 3,024,619 574,747 3,599,366

比　 較 （0）
0

0 2,135 2,135 0 2,135

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数の外書

区　　　　分 扶　　  　養 地　　　　域 期 末 勤 勉 管   理   職 通         勤 住     居 時間外勤務 特 殊 勤 務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 50,148 106,414 693,620 59,028 40,450 33,637 113,412 11,404

補　正　前 50,148 106,414 693,620 59,028 40,450 33,637 111,277 11,404

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 2,135 0

管理職員

区　　　　分 退         職 夜 間 勤 務 宿   日   直 単 身 赴 任 休 日 勤 務 特別勤務

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 230,360 4,530 0 0 19,745 1,296 1,364,044

補　正　前 230,360 4,530 0 0 19,745 1,296 1,361,909

比　　　 較 0 0 0 0 0 0 2,135

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

　 合　　計

          (千円)

職　員　手　当
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イ　　会　計　年　度　任　用　職　員

区     分 職員数   報　　酬   給　　料 職　員　手　当      計 共  済  費 合       計

(人)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補正後
(495)
12

682,204 24,944 147,854 855,002 117,093 972,095

補正前
(490)
12

675,633 24,944 146,844 847,421 117,093 964,514

比　 較
(5)
0

6,571 0 1,010 7,581 0 7,581

（　　）内は、会計年度任用職員（パートタイム）数の外書

区　　　　分 地　　域 期　　 末 通         勤 時間外勤務 特 殊 勤 務 退         職 休 日 勤 務 　 合　　計

          (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)           (千円)

補　正　後 1,498 144,292 494 0 0 1,570 0 147,854

補　正　前 1,498 143,282 494 0 0 1,570 0 146,844

比　　　 較 0 1,010 0 0 0 0 0 1,010

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

備　　　　考
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(2) 　給与費の増減額の明細

 区　　分   増減額(千円) 　増減事由別内訳（千円） 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

報　　酬 6,571

3,145

異動等による増

異動等による増

   説　明

職員手当

6,571

3,145

 その他の
 増減分

 その他の
 増減分
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報告第１２号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和２年５月１５日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

                   

 

記 

 

専 決 番 号 １０ 

専 決 年 月 日 令和２年４月３０日 

事 件 名 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 
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専決第１０号 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年４月３０日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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泉大津市条例第１１号 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例 

 

特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年泉大津市条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

２４ 第１７項、第１９項及び第２２項の規定にかかわらず、令和２年５月１日か

ら令和２年５月３１日までの間における給料を計算する場合にあっては、別表中

「８９０，０００」とあるのは「１４２，４００」と、「７９０，０００」とある

のは「１１０，６００」と、「７００，０００」とあるのは「１１２，０００」と

それぞれ読み替える。ただし、この項の規定は、退職手当を計算する場合の給料

には適用しない。 

附 則 

この条例は、令和２年５月１日から施行する。 
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（参 考） 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例要綱 

 

本条例は、市長、副市長及び教育長の給料を減額するため、所要の改正を行った

ものであること。 

１ 給料の特例（附則第２４項関係） 

⑴ 特例措置 

給料の減額 

区 分 
改正後の給料月額 

（減額率） 

現行の給料月額 

（減額率） 
本来の給料月額 

市 長 
１４２，４００円 

（８４％） 

７１２，０００円 

（２０％） 
８９０，０００円 

副市長 
１１０，６００円 

（８６％） 

６３２，０００円 

（２０％） 
７９０，０００円 

教育長 
１１２，０００円 

（８４％） 

６３０，０００円 

（１０％） 
７００，０００円 

ただし、退職手当を計算する場合の給料には適用しないものであること。 

⑵ 特例期間 

給料を減額する特例期間については、令和２年５月１日から令和２年５月３

１日までとしたものであること。 

２ 施行期日 

この条例は、令和２年５月１日に施行したものであること。 
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特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

 

改  正  後 改  正  前 

附 則 

１～２３ （略） 

２４ 第１７項、第１９項及び第２２

項の規定にかかわらず、令和２年５

月１日から令和２年５月３１日まで

の間における給料を計算する場合に

あっては、別表中「８９０，００

０」とあるのは「１４２，４００」

と、「７９０，０００」とあるのは

「１１０，６００」と、「７００，０

００」とあるのは「１１２，００

０」とそれぞれ読み替える。ただ

し、この項の規定は、退職手当を計

算する場合の給料には適用しない。 

附 則 

１～２３ （略） 
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